　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都体操協会　
令和７年度　体操競技･新体操２・３種審判講習会実施要項

1． 日  時   新 体 操　男子　令和8年2月22日(日)          受付     12:00～ 終了予定時刻17:30
女子　令和8年3月15日(日)　 　　   受付      8:30～ 終了予定時刻18:30
体操競技  男女　令和8年3月 8日(日)　　　　　受付　　　9:00～ 終了予定時刻17:00
各種別とも講義終了後筆記試験　※昼食は､昼休み休憩時に各自でお願いします。
2． 会　場   新 体 操　男子『国士舘大学 多摩ｷｬﾝﾊﾟｽ』301号教室
〒206-8515　多摩市永山7-3-1　小田急永山･京王永山駅よりバス｢永山高校｣下車　徒歩7分
　　　　  　　     女子『国立オリンピック記念青少年総合センター』センター棟１０１
　　　　　　　〒151-0052　渋谷区代々木神園町3－1 　小田急線参宮橋下車　徒歩7分
　　　　　 体操競技　男女『国立オリンピック記念青少年総合センター』
〒151-0052　渋谷区代々木神園町3－1 　小田急線参宮橋下車　徒歩7分

3． 受講料(2種3種共通) (公認料は後日納付の事)
	
	受講料
	資格公認料(初年度)
	合　　計
	
	継続申請料（次年度から）

	
	4,000円
	5,000円注1
	9,000円
	
	 5,000円






注1公認料は後日、各自にてweb登録(https://jga-web.jp)をしてください。
◇講習会受講料はJGAwebを通じ、各自で事前に支払う。なお、キャンセルによる受講料の払戻しは認めない。　　　
◇今回、取得・受講者の審判員資格は、登録料の支払いをもって有資格となる。受講年度か認定講習会次年度から有資格にするかは、資格取得者によって選択可。

4． 受講申し込み　　種別ごとに、JGAwebから申し込みを行う

５．持参品(共通)   
ｱ筆記用具　ｲ最新版採点規則書(情報等で訂正がある場合は各自で訂正の上、必ず持参の事)
ｳ｢情報最新号｣までを印刷した物　ｴ)ﾆｭｰｽﾚﾀｰ(新体操女子)

６．審判講習会の受講資格について(共通)
　◆「３種　公認審判員」　（受講資格）・満16才以上のもの。　・3種保留者　　　　　　　　　　
　　◆「２種　公認審判員」　（受講資格）・18歳以上で　3種取得年度から1年以上経過し、審判実務経験のある者。
・2種保留者 ・オリンピック大会または世界選手権大会の代表選手
であったものは、申請により2種に認定される(除新体操男子)。

７．その他(共通)
(1)継続申請は毎年必要です。期限を過ぎると、資格は「失効」となります。
(2)採点規則書は審判業務に必要ですので、(公財)日本体操協会より購入して持参して下さい。
(3)資格取得後、個人情報に変更ある場合は、速やかにweb登録(https://jga-web.jp)にて変更してください。
(4)審判員資格では役員･指導者･選手登録は兼ねられません。別途に役員・指導者・選手登録が必要です。
(5)今回受講し、継続及び新規取得した方は別途日本体操協会への登録申請が必要となりますので、web
登録(https://jga-web.jp)にて手続きをして下さい。登録が完了しないと審判員資格は失効致します。
(6)女子体操競技講習は、2種･3種別の講習となり、2種の講習については実務を中心に行います。
(7)講義開始から15分以降の入室は出来ません。
以上
